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本日午前、韓国の与野党国会議員８名が島根県竹島への上陸を強

行した。先月２２日の韓国国会議員の竹島上陸に続く、わが国固有

の領土における許されざる暴挙であり、強烈な怒りをもって非難す

る。 

 

 昨今、韓国は、竹島周辺海域における海洋調査船の航行、戦時中

の朝鮮半島出身労働者に関する訴訟判決、「和解・癒やし財団」の一

方的な解散表明等、国際法や国際約束に反し、日韓関係を悪化に導

く行動を繰り返している。これらの行動がもたらす結果の責任は韓

国が負わなければならず、韓国に対し猛省を促すものである。 

 

日本政府には、韓国に対する抗議や遺憾の意の表明に終わること

なく、外交部会・外交調査会・領土に関する特別委員会等による累

次の決議・申し入れの内容を真摯に検討・実行し、再発の阻止に総

力を挙げて厳しく取り組むことを強く要請する。 


